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＜概要＞

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）の改正により、今後新興感

染症（※1）の発生及びまん延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずること

ができるよう、知事は、県内の医療機関（※2）と新興感染症に係る医療を提供する体

制の確保に必要な措置等の協定（医療措置協定）を締結するものとされました。

また、県の策定する感染症に係る予防計画についても、記載事項を充実させるこ

ととされ、医療提供体制等に係る数値目標を設定することとされました。

※1 新興感染症：感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

※2 病院、有床診療所、無床診療所、薬局、訪問看護事業所

県では、多くの医療機関の皆様と、協定を締結しておりますが、引き続き、協定

を締結することは可能ですので、まだ協定を締結していない医療機関におかれまし

ても、ご検討くださいますよう、お願いします。

１



＜改正感染症法について＞

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（抜粋）

（医療機関の協定の締結等）
第三十六条の三 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフ
ルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を
迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協
議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内
容に含む協定（以下「医療措置協定」という。）を締結するものとする。
一 前条第一項各号に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべ
きもの

二 第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
三 前二号の措置に要する費用の負担の方法
四 医療措置協定の有効期間
五 医療措置協定に違反した場合の措置
六 その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの

２ 前項の規定による協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならない。
３ 都道府県知事は、医療機関の管理者と医療措置協定を締結することについて第一項の規定に
よる協議が調わないときは、医療法第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会の意見を
聴くことができる。

４ 都道府県知事及び医療機関の管理者は、前項の規定による都道府県医療審議会の意見を尊重
しなければならない。

５ 都道府県知事は、医療措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当
該医療措置協定の内容を公表するものとする。

６ 前各項に定めるもののほか、医療措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定め
る。
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＜医療措置協定について①＞

・都道府県は、平時に新興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応に係る協定
（医療措置協定）（病床確保や発熱外来等の項目）を締結することとなっています。

・協定締結作業は、令和５年度中から順次実施し、令和６年９月末までに完了することとされ
ていますが、これ以降でも、随時、受付していますので、協定締結の意向がある医療機関に
おかれては、協議書の提出をお願いします。

➢医療措置 ①病床確保、②発熱外来、

の内容 ③自宅療養者等に対する医療の提供、

④後方支援、⑤人材派遣

のいずれか１種類以上を実施

⑥個人防護具を備蓄（任意事項）

・①病床確保、②発熱外来、③自宅療養者等への医療の提供の内容を含む協定を締結した医療
機関は、感染症法に基づき、以下のとおり指定されます。

第一種協定指定医療機関 ➢ 入院医療を担当（病床を確保）する医療機関
第二種協定指定医療機関 ➢ 発熱外来・自宅療養者等への医療提供を行う医療機関

・協定を締結するに当たっては、医療機関の新型コロナ対応の実績も参考に、関係者の間で
協議を行い、各医療機関の機能や役割に応じた内容の協定を締結します。

３

薬局・訪問看護事業所は「③自宅療

養者等への医療の提供」が該当



<医療措置協定について②>

医療措置の具体的な内容

：第一種協定指定医療機関

協定締結の協議対象者 病院 有床
診療所

無床
診療所

薬局 訪問看護
事業所

医
療
措
置
協
定

①病床確保 ○ ○ ／ ／ ／

②発熱外来 ○ ○ ○ ／ ／

③自宅療養者等への医療の提供 ○ ○ ○ ○ ○

④後方支援 ○ ○ ○ ／ ／

⑤人材派遣 ○ ○ ○ ／ ／

：第二種協定指定医療機関 ：その他

④後方支援： 回復患者の転院受入れ、病床の確保の協定を締結している医療機関に代わって
の一般患者を受入れること

⑤人材派遣： 感染症対応を行う医療機関等に医療人材を派遣すること
４

③自宅療養者へ
の医療の提供：

自宅療養者等（自宅療養者、宿泊療養者、高齢者施設・障害者施設で療養する
方）へ医療を提供（※）すること
（※）病院・診療所 ➢ 往診又は電話・オンライン診療

薬局 ➢ 訪問しての服薬指導及び薬剤等の配送、又は
電話・オンラインでの服薬指導及び薬剤等の配送

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ➢ 訪問看護



＜対応時期（流行初期と流行初期以降）について＞

○「流行初期」と「流行初期以降」の考え方
・医療措置協定においては、各医療機関の機能や役割に応じて、新興感染症への対応時期を、
「流行初期」と「流行初期以降」に、対応時期を分けて協定を締結します。

※１：第一種・第二種感染症指定医療機関を含む公的医療機関を念頭に、新型コロナ発生の約１年後（2020年12月頃）の患者数の

規模に対応できる体制の確保を目指します。

※２：流行初期より対応する医療機関に加え、対応可能な民間医療機関・公的医療機関も中心となりながら、順次、協定を締結し

たすべての医療機関で対応することとし、新型コロナ対応で確保した最大規模（2023年1月頃）の体制を目指します。

５

①病床確保 ②発熱外来
③自宅療養者への医療の提供

④後方支援
⑤人材派遣

感染症指定医療機関 感染症指定医療機関

（流行初期から対応する）
協定締結医療機関

（流行初期から対応する）
協定締結医療機関

協定締結医療機関
（すべての）

協定締結医療機関
（すべての）

協定締結医療機関
（すべての）

（発生公表から６か月以内にすべての協定締結医療機関が対応を始める）

<厚生労働大臣による新興感染症でなくなった旨の公表 ➢ 対応終了>

海外発生

流行初期※1
発生公表から
３か月程度

流行初期以降※2
発生公表から
３か月以降

【医療措置の要請の流れ】

<厚生労働大臣による新興感染症発生の公表>

国内発生早期
(発生公表前)



②協定書（案）を送付
※県は、医療機関から提出された協議書を基に、協定書（案）を作成

＜薬局における医療措置協定締結までの流れ＞

①協議書を県に提出

③協定書（案）の内容を確認し、確認した旨を県に連絡
※協定書（案）の内容に修正があれば、適宜、修正

その際、協定指定医療機関の同意書兼指定要件確認書を県に提出

④協定書を送付
あわせて、協定指定医療機関の指定書を送付

㋐締結した協定の更新
※当初の協定の有効期限は、令和9年3月31日までとして、更新しない旨の申出がない
場合、同一条件で3年間更新、その後も同様

㋑必要に応じて、変更の申出、協定内容の変更

医
薬療
局機

関

香
川
県

⑦締結した協定の公表、関係団体等への通知
※県は、協定を締結した医療機関をホームページで公表

⑤協定書に、医療機関が押印し、県に返送

⑥協定書に、県が押印し、医療機関に送付

６



＜医療措置協定‐本文（例）①＞

７



＜医療措置協定‐本文（例）②＞

８



＜医療措置協定‐本文（例）③＞

９



＜医療措置協定の内容について①＞

（１）新興感染症発生時に講じる医療措置の内容
①自宅療養者等への医療の提供
②個人防護具の備蓄（任意事項）

（２）上記（１）の措置に要する費用負担の方法

（３）医療措置協定の有効期間

（４）医療措置協定に違反した場合の措置

（５）その他の協定締結項目
①協定の実施状況の報告
②平時における準備

（６）その他（協定内容の公表）
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＜医療措置協定の内容について②＞

（１）医療措置の内容 ①自宅療養者等への医療の提供

【新興感染症の発生・まん延時にお願いしたいこと】

Ａ 自宅療養者 電話・オンライン服薬指導 ①
及び薬剤等の配送※

Ｂ 宿泊療養者
訪問しての服薬指導 ②

Ｃ 高齢者施設 及び薬剤等の配送※

Ｄ 障害者施設 健康観察 ③

※ 電話・オンラインによる服薬指導については、新型コロナウイルス感染症における「新型コロナウイルス感染症の拡大
に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（令和2年4月10日付け事務連絡）と
同様の特例措置が適用された場合を前提とします。

※ 薬局自らが配送する必要はなく、配送業者に委託することも含みます。また、発生・まん延時に配送できる体制を取る
ことができれば、平時から配送の体制を整えておく必要はありません。

①電話・オンライン服薬指導 ②訪問しての服薬指導 ③健康観察
及び薬剤等の配送 及び薬剤等の配送

➢①・②のいずれかが可能であれば、協定締結の対象となります。
③健康観察のみ実施の場合は、協定締結の対象外

11

自宅療養者等への医療の
提供及び健康観察

下記から実施できる対象と内容を選択して
実施

第二種協定

指定医療機関

として指定

対象 内容



＜医療措置協定の内容について③＞

（１）医療措置の内容 ①自宅療養者等への医療の提供

【第二種協定指定医療機関（自宅療養者等への医療の提供）の指定要件】
（令和5年5月26日厚生労働省告示第202号）

①最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。
②新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、知事からの要請を受
け、発熱患者の医薬品対応（調剤・医薬品交付・服薬指導等）を行う体制(※1)

が整っていると認められること。

※１ 患者の求めに応じて、訪問しての、又は情報通信機器を用いた服薬指導の実施が可能であるこ
と、薬剤の配送等の対応を行っていること。
また、夜間・休日、時間外の対応（輪番制による対応を含む。）を行っていることが望ましい

とされています。

【医療措置協定の締結に係る協議書作成に当たって】

・新型コロナ対応における実績を踏まえ、薬剤師会の会員で「災害・感染症対
応薬局」となっていた薬局においては、積極的に協定締結のご検討をお願い
します。
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＜医療措置協定の内容について④＞

（１）医療措置の内容 ②個人防護具の備蓄（任意事項）

【対象物資の品目及び備蓄量、備蓄方法】

一 「サージカルマスク」、「Ｎ９５マスク」、「アイソレーションガウン」、
「フェイスシールド（又はゴーグル）」、「非滅菌手袋」の５品目を、感染症
発生・まん延時における薬局全体の使用量（※1）の２か月分、備蓄することを
推奨する。

※１ 使用量は、その医療機関のコロナ診療部門以外も含む。

二 ２か月分以外（例えば、３週間分、１か月分、３か月分等）でも、薬局に応じ
て協定を締結することができます。

三 ５物資全部について一括して、又は各物資ごとに、使用枚数及び使用期間を設
定することができます。

四 備蓄方法としては、①備蓄物資を順次取り崩して一般医療の現場で使用する回
転型、②物資の取引事業者との供給契約で、取引事業者の保管施設で備蓄を確
保する方法、③物資の取引事業者と連携し、有事に優先供給をしてもらう取り
決めをする、などが考えられます。

※ 協定の対象となる備蓄物資は、薬局内での来客対応用や、訪問しての服薬指導
等において使用するもので、販売用の個人防護具（マスク等）は含みません。
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＜医療措置協定の内容について⑤＞

（１）医療措置の内容 ②個人防護具の備蓄（任意事項）

【医療措置協定の締結に係る協議書作成に当たって】

・個人防護具の備蓄は、協定締結するうえで、任意事項ではありますが、新型
コロナウイルス感染症の発生初期段階で、医療用マスク等の個人防護具は、
世界的需要が高まる中で輸入が停滞する等により、不足が顕在化しましたの
で、できるだけ、備蓄に努めていただき、協定締結をお願いします。

（２）措置に要する費用負担の方法

一 感染症医療措置（①自宅療養者等への医療の提供）に要する費用については、
県の予算の範囲内で補助を行う。
詳細については、新興感染症発生時に、その感染症の性状に合わせて定める。

二 個人防護具の備蓄（任意）に要する費用については、医療機関において負担す
る。
新興感染症発生・まん延時には、その感染症の性状等を踏まえて、国において
必要な支援を検討する。
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＜医療措置協定の内容について⑥＞

（３）医療措置協定の有効期間

一 協定の有効期間は、締結日から、令和9年3月31日までとする。

二 有効期間満了の30日前までに、更新しない旨の申出がない場合は、同一条件に
より3年間更新することとし、その後も同様とする。

（４）医療措置協定に違反した場合の措置

一 正当な理由がなく、協定に定めた措置を講じていないと認めるときは、県は、
感染症法に基づく措置（勧告・指示・公表）を行うことができる。

（正当な理由の例）
・薬局内の感染拡大等により、薬局内の人員が縮小している場合
・ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一人当たりに
必要となる人員が異なる場合

・感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合
・この他にも、情報が蓄積され次第、正当な理由の範囲について、不公平とならないよう
できる限り具体的に示していく。
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＜医療措置協定の内容について⑦＞

（５）その他の協定締結項目（①協定の実施状況の報告、②平時における準備）

一 県から協定に関する報告の依頼があったときは、速やかに電磁的方法（G-MIS
等）で報告するよう努める。

・平時においては、年１回、協定の運用状況等。
・感染症発生・まん延時においては、感染状況に応じて随時、措置の実施状況等。

二 平時において、年１回以上、次に掲げる準備を行うよう努める。

・最新の科学的根拠に基づいた適切な知識を習得するための研修を実施する、又は外部の
機関が実施する医療機関向け研修に医療従事者等を参加させる。

・措置を講ずるに当たっての訓練を実施する、又は外部の機関が実施する訓練に医療従事
者等を参加させる。

・措置を講ずるに当たっての薬局における対応の流れを点検する。

（６）その他（協定内容の公表）

一 協定を締結したときは、患者の選択に資するよう、県ホームページで協定の内
容（薬局名、締結した協定の内容）を公表する。

二 感染症発生・まん延時には、患者の選択に資するような情報として、例えば、
対応可能時間や対応可能な患者（自宅療養者、宿泊施設療養者、高齢者施設等
で療養している者）などの情報の公表を行うことがあります。
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＜おわりに＞

協定締結に係る協議の説明は、以上となります。

協定締結については、随時、受付しておりますので、まだ協定を締結していない
医療機関におかれましても、ご検討くださるようお願いいたします。

回答送付の際には、回答内容に漏れがないか、ご確認いただきますようお願いい
たします。

協議書及び別紙協定締結項目（詳細）に記載いただき、電子メール又はＦＡＸに
より、御回答ください（電子メールでの提出に御協力ください。）。

提出先
電子メール： kansensyo@pref.kagawa.lg.jp
ＦＡＸ ：０８７－８６１－１４２１
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